
別添 
           一般競争入札（条件付）公告 
 
 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234 条第１項の規定により、次のとおり一般競争入札（条
件付）を実施する。 
 なお、本件入札においては、最低制限価格を設定している。 
 
 令和５年４月 20 日 
                                      岡山県立烏城高等学校長 越宗 哲生 
 
１ 工事の概要 

案件番号 3300202001020230002 

工 

事 

概 

要 

システムコリダー（渡り廊下）ＲＣ造平屋

建て（水平投影面積合計 約727㎡） 

  防水改修 

  塗装改修 

  照明器具改修 

  その他関連工事 

工事番号 2 

工 事 名     県立烏城高校システムコリダー改修

工事 

路河川名 岡山県立烏城高等学校 

工事場所 岡山市北区伊島町3-1-1地内 

予定工期 

 

本件入札による契約を締結した日か 

ら令和６年１月26日まで 
 
２ 入札に参加することができる者の資格 
   入札公告日から落札者が決定する日までの間、次に掲げる要件の全てを満たしていること。 
１ 入札参加資格共通事項 「一般競争入札（条件付）公告共通事項」１のとおり 
２ 当該入札参加資格業種 建築一式工事 
３ 業者格付 Ｂ 
４ 経営事項審査評定値 － 
５ 営業所の所在地に関する条件  
 建設業法（昭和24年法律第100号）第３条第１項に規定する営業所のうち、主たる営業所（建
設業許可申請書の「主たる営業所」の欄に記載されているものをいう。）を次の場所に有してい
ること。 
 ・岡山市北区、岡山市南区、玉野市又は吉備中央町 
６ 特定建設業許可に関する条件 － 
７ 施工実績に関する条件  
1) 平成20年度以降に元請負人として、日本国内において、次のいずれかの工事（平成20年度以

降に受注したものに限る。）を施工した実績を有すること。なお、共同企業体構成員としての
実績は、当該共同企業体への出資比率が20％以上のものに限る。 

 ア 建築物で、１棟（廊下（開放廊下を除く。）でつながっているものは１棟とみなす。以下
同じ。）の延べ面積（増築又は改築(従前の建築物を取り壊し、位置、用途、構造、階数及
び規模が同程度のものを建てることをいう。以下同じ。)工事にあっては、当該部分の面積）
が100㎡以上の新築、増築又は改築工事 

 イ 建築物で、１棟の延べ面積が190㎡以上の大規模改修工事（外装及び内装工事を含むもの
とし、延べ面積は受注した工事部分に限る。） 

 ウ 建築物で、１棟の延べ面積が190㎡以上の耐震補強工事（延べ面積は受注した工事部分に
限る。） 

 エ 建築物で、１棟の延べ面積が370㎡以上の内装又は外装改修工事（延べ面積は受注した工
事部分に限る。） 

2) 岡山県が発注した建築一式工事のうち、平成29年４月１日から令和３年３月31日までの間
に完成させた工事がある場合は、それらの工事についての岡山県建設工事成績評定及び通知
要領（平成13年１月１日施行）及び岡山県企業局工事成績評定及び通知要領（平成14年４月１
日施行）による評定点の平均点が、65点未満でないこと。 

８ 配置技術者に関する条件  
 次の条件を満たす建設業法第26条に規定する監理技術者又は主任技術者（建設業法第26条第
３項ただし書に規定する監理技術者の職務を補佐する者（以下「監理技術者補佐」という。）を
配置する場合にあっては、監理技術者補佐を含む。以下同じ。）を本件工事に専任で配置するこ
とができること。なお、同条第３項の規定に該当しない場合にあっては、専任であることを要し
ない。 
 1) 本件工事の入札参加資格確認申請日以前に３月以上の雇用関係があること。 
 2) 監理技術者にあっては、建築工事業に係る監理技術者資格者証の交付を受けており、か

つ、監理技術者講習を受けている者であること。 
また、本件工事には、建設業法第26条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者（以

下「特例監理技術者」という。）を配置することができる。この場合においては、次に掲げる
条件を全て満たさなければならない。  

1) 監理技術者補佐は、建設業法その他関係法令に定める要件を全て満たすこと。  
2) 同一の特例監理技術者を配置する工事（２件に限る。）の場所が、同一の県民局の管内

（地域事務所の管内を除く。）又は同一の地域事務所の管内にあること。 
９ その他  
 － 



 
３ 入札手続等 

手 続 等 期 間 ・ 期 日 場 所 ・ 方 法 等 
1)施工実績調書及び配
 置予定技術者調書の
 配布 

令和５年４月20日から 
令和５年５月10日まで 
 

岡山県電子入札共同利用システムポー
タルサイトの「団体個別情報」のペー
ジ「４．一般競争入札（条件付）様式
集（建築営繕工事用）」からダウンロ
ードすること。 

2)入札参加資格確認申
 請書の作成及び提出 

令和５年４月20日午前９時から 
令和５年５月10日午後４時まで 

電子入札システムによる。 
 

3)施工実績調書及び配
 置予定技術者調書の
 提出 

令和５年４月20日午前９時から 
令和５年５月10日午後４時まで 
 

電子入札システムによる。 
 
 

4)資格確認書の配布 
 

令和５年４月20日から 
令和５年５月18日まで 

岡山県電子入札共同利用システムポー
タルサイトの「団体個別情報」のペー
ジ「４．一般競争入札（条件付）様式
集（建築営繕工事用）」からダウンロ
ードすること。 

5)資格確認書及び資格
 確認書類の提出 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和５年５月19日から 
令和５年５月23日まで 
 の午前９時から午後４時まで 
 ただし、第一落札候補者等以
外の者で、開札日の翌日以降に
資格確認書及び資格確認書類の
提出を求められたものについて
は、契約担当者が電子入札シス
テムにより指定した日時 
 
 

場所：〒700－0016 
   岡山市北区伊島町3-1-1 
   県立烏城高校事務室 
方法：持参又は郵便若しくは信書便に
   よる送付（郵便又は信書便によ
   る送付の場合は、書留郵便その
   他の送付物が相手方に到着した
   こと及びその時間が確認するこ
   とができる方法に限る。） 
対象：電子入札システムにより提出を
   求められた者に限る。 

6)設計図書等の閲覧等 
 
 
 

令和５年４月20日から 
令和５年５月18日まで 

入札情報公開システムからダウンロー
ドすること。 

注）閲覧による公表は、午前９
 時から午後４時まで 

岡山市北区伊島町3-1-1 
県立烏城高校事務室 

7)設計図書等への質問
 の受付 
 

令和５年４月20日から 
令和５年５月２日まで 
 の午前９時から午後４時まで 

方法：電子入札システム又はファック
   ス 
 

注）ファックスの送信先 場所：県立烏城高校事務室 
宛先：086-251-9757 

8)回答書の閲覧 
 

回答可能となった日から  
令和５年５月18日まで 

入札情報公開システム 
 

9)入札の受付 
 
 
 

令和５年５月17日午前９時から 
令和５年５月19日午前10時まで 
 
 

電子入札システムによる。 
入札価格の内訳書を提出するととも
に、電子くじ用のくじ番号を入力する
こと。 

10) 開札 
 

令和５年５月19日午前10時 
 

岡山市北区内山下二丁目４番６号 
岡山県教育庁財務課 

11) 入札結果の公表 
 
 

落札者を決定した日の翌日以降 入札情報公開システム 
注）閲覧による公表は、午前９
 時から午後４時まで 

岡山市北区伊島町3-1-1 
県立烏城高校事務室 

12) 入札参加資格がな
 いとされた理由の説
 明要求 

入札結果の公表日の翌日から起
算して３日以内 
 

場所：県立烏城高校事務室 
方法：ファックス 
宛先：086-251-9757 

13) 入札参加資格がな
 いとされた者への理
 由の説明 

説明を求めることができる期間
の最終日の翌日から起算して３
日以内 

方法：ファックス 
    
 

 注）１ 上記のうちインターネットによる手続によらない場合及び 7)において電子入札システム
を利用する場合の期間については、岡山県の休日を定める条例（平成元年岡山県条例第２
号）第１条第１項に規定する県の休日を除く。    

     ２ 電子入札システム及び入札情報公開システム（岡山県電子入札共同利用システムポータ
ルサイト） http://www.e-okayama.t-elbs.jp/                                

 
４ 契約の締結 

落札者の決定から本件工事請負契約を締結するまでの間に、落札者が、岡山県建設工事等入札
参加資格者に係る指名停止等要領（平成 13 年岡山県告示第 404 号）に基づく指名停止の措置を受
けたとき、岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領（昭和 63 年２月１日施行）に基づく指名除
外の措置を受けたとき、建設業法第 28 条第３項若しくは第５項の規定による岡山県内における
営業の停止命令（業種は問わない。）を受けたとき、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17
条の規定による更生手続開始の申立てをしたとき（更生手続開始の決定を受けているときを除
く。）若しくは民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定による再生手続開始の申立
てをしたとき（再生手続開始の決定を受けているときを除く。）又は本件入札に関し岡山県談合
情報対応マニュアル（平成７年６月１日制定）に基づき談合の事実が確認され、本件入札が無効
とされたときは、本件工事に係る契約を締結しない。 



 
５  契約担当者                                                                            
    岡山県立烏城高等学校長 越宗 哲生                                                               
                                                                                          
６ 契約条項を示す場所                                                                    
  〒700－0016  岡山市北区伊島町 3-1-1 
   県立烏城高校事務室  電話 086-251-9755                                      
                                                                                          
７ その他                                                                                
  この公告に定めのない事項については、「一般競争入札（条件付）公告共通事項」で定めると

ころによる。                                                                             


